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令和６年度第２回防火防災管理教育の中止について（お知らせ）

初雁の候、各位におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素、当協会の運営各般にわたり格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、令和６年度第２回防火防災管理教育の実施については、令和６年９月２日付け北

警協第２６７号によりご案内したところであります。

同教育につきましては、札幌市火災予防条例（昭和４８年６月２９日条例第３４号）の

規程（①防火管理教育等に関する教育担当者の選任、②教育担当者による組織的な教育の

実施）に基づき当協会の教育事業として実施してきました。

この制度は、昭和５８年に発出された総務省消防庁の通知に基づいて、札幌市が運用し

てきたものですが、運用開始から40年が経過することから、全国的な規制状況の調査・検

討を進めてきた結果、現在は防火防災管理等の制度の充実強化が図られており、防火管理

等業務受託者への規制を緩和することが可能との判断に至り、令和６年10月３日付けで札

幌市火災予防条例を改正し、前記①及び②の規制が廃止されました。

前記のとおり、当協会では同条例を根拠に防火防災管理教育を実施してきましたが、こ

れが廃止されたことから、令和７年１月20日（月）から24日（金）に開催予定をしており

ました、令和６年度第２回防火防災管理教育は中止せざるを得ないと判断しました。

また、同教育は令和７年度以降につきましても実施しない方向で検討しておりますが、

決定しましたら改めてお知らせいたしますのでご了承ください。

なお、同教育は、適正な防火防災管理業務を実施する上では重要でありますので、各社

の実情に応じて自社教育として実施していただくことを妨げるものではありません。

※ 参考資料として、札幌市消防局長が発出した「防火（防災）管理業務の委託を受

けた者に対する規制の廃止について」（令和６年10月25日付け札消査第1007号）を

添付いたしますのでご確認ください。
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